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此
の
勿
き
社
會
的
不
平
は
累
職
し
て
遂
に
自

J

l

H

\ 

六
年
承
四
八
年
の
憲
章
黨
連
励
に
必
然
の
結
末
を

.

I 

\ 

た

も

憲

章.

黨
運
動
に
關
し
て
は
別
に
論
ず
る
機&

ぁ

.  

る
可
し
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
要
す
る
に
ト
ム
ソ
ド
、
グ 

W

工.

ブ
レ
チ
、
ホ
ォ
ル
等
と
共
化
憲
章
黨
以
前
の
次 

表
的
祉
會
主
義
者
と
し
て
傅
へ
ら
る
可
き
.

「

人
た
る
な 

6
,
.

(

完)  

太
疋
土
ハ
年
十1

月
；十
日
，

赞
十
is
 

' 

.

5
ハ：'

ぃ.

荚
爾
_
造
;0
各
問
題
ミ
民
、
■ :

」

衆
政
治
：

.

占

部

百

太
‘

郞

：

"

今
度
の
大
戰
が
各
交
戰
國
の
國
家
社
會
の
1
に
與 

へ
た
る
變
爾
の
極
め
て
重
大
な.
る
も
の
あ
る
は
今
21 

云
ふ
迄
も
な
い
事
で
あ
：冬
。
現
に
露
國Q

：

如
き
ば
帝 

政
を
仆
じ
て
無
政
府
同.
樣
0
狀

態

化

陷

つ

‘
た

程

で

あ
 

る
が
；、
聯
合
侧
の
中
堅
ビ
も
云
.̂
可
き
英
|1
栌
歲
弓 

の
經
過
す
る
k
隨

.a
、
否
一
雛
を
加
ふ
る
每
に
彌
丨
益 

f
意
の
牢
固
な
る
を
示
’す
に
拘
は
ら
す
、
其
の

.
改

治
 

上

、
靡

法

上

：ヽ

經

濟

上

：、

其

他

國

家

社

：

會

の
：
凡

ゆ

る
. 

ナ
F
R
«
b
つ 
> 
あ
る
變
革
の
著
大.
な
る.
k
寧
ろ
® 

ぐ
可
き
辟.
で
あ
る.
。
英
國.
は
■
職
に
先
だ
つ
餘
程
以 

前
か
：£
、
世
界
^
策
^
提
げ
て
彼
め
«
權
を
脅
か
さ.  

む
と
し
犮
- 4—

と
の
對
抗
上
、
國
家
の
權
限
を
鱗

英
阈
改
造
の
各M

賊
2

民
衆
政
治

張
し
て
、
益i

官
僚
政
治
に
傾
ぐ
勢
が
見
，へ

.

て
居
た
0
' 

で
あ
る
が
、
ニ
九

「

四
年
：八
月
の
®
爭
參
加
と
共
に 

此
の
傾
向
は
急
激
な
る
進
戚
を
加
へ
た
。
即
ち
開
戦

. 

と
同
時
^
死
ラ
ト
ソ
ゥ
ム
を
行

a

、
墳
て
私
立
エ 

場
を
統
合
し
て
工
業
動
員
を
斷
じ、.

一
方
に
は
政
黨 

內

関

制

.
を

打

破

し

て

種

々

憲

法

上

の

變

革

を

免

げ

、 

最
近
に
は
帝
國
內
閣
を
組
織
し
て
各^

民
^

に
m

f
 

權
參
與
を
許
す
等
其
の.

變
革
の
頻
冷.

た
る.

殆V」

文
擧 

に
®

*

ら
ざ
る
程
で
あ
る
が
、
未
曾
有
の
大■ !
v t
®
 

遇
し
て
固
ょ6

當
然
の
徑
路v

j

は
云
へ
、
强
制
欵
兵 

5 r

斷
行
し
て
五
西
萬
の
大
陸
®
を
縮
成
し
た
る
：が
如
：
 

き
、
戰
爭
前
に
は
英
國
人
の
殆

V」

夢
想
だ
も
及
ば
ざ 

る
所
で
あ
る
。
此
の
如
く
し
て
、
ァ
ダ

」

ム
V

ス
^
ス
に 

依
て.
提
唱
せ
ら
れ
、：

ベ
ン
タ
ム
：や
ジ
力
1

ド
，や
ミ
レ 

，父
子
，̂

依
て
祖
述
せ
ら
れ.
た
自
由
放
任
_
家
無
千
涉 

の
政
策
を
以V

聞
へ
た
當
年
の：

英
國
ぼ
、
'今
や
驚
ぐ 

可
き
變
革
を
遂
げ
て
强
‘大
な
る
軍
國
主_

の
'國
家
、.：

戰

局

の

進

展

す

る

^
睛
^
又
い
^

-̂

平
和
^
復
0

は
其
の
翁
界
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
な
る
丈
け
世
人 

の

刮

目

し

セ

注

意

す

4;
所

_であ
る
が
.、
近
刊
え
ゥ
ン 

\

ド

。
デI

ブ

少

誌

^

^

賴

出

し

汝

衣

の

一

篇

は

多

少
 

\

此
の
疑
間

に
解
答
を
與
ふ
る
林
料
ど
な
る
と
母
ふ
。

\ 

.

.『 

.

\

大

戰

の■結

果

、

英

國

政

府

離

業

.
の
範
圆
は
豫
想
以
上
：

\ ,
の
廣
大
な
る
膨
脹
を
遂
げ
て
、.
苟
ぐ
も
國
家
：の.
爲
R
率 

\

公
の
義
務
を
盡
し
得
る
者
は
、：.
何
人
も
直
接
間
搂
國
務 

\

に
關
係
せ
ざ
る
は
な
く
、
凡
て
の
大
エ
業
は
殆
ざ
全
く 

\

政
府
の
手
狀
攸
づ
そ
經
營
せ
ら
f r

、
'幾
分
た
り
ビ

も

其
.

{

の
歡
督
の
下
に
*
た
ざ
る
は
欢
し
o
左
：は
云
へ
.

國
民
全 

.

.
體
がf

個
の
經
濟
的
有
機
！|

欢

る

が

如

く

組

織

せ

'&

れ 

た
I

の
謂
に
は
非
ず
し
セ
.、.

從
來
私
人
®
經
營
に
懸 

ぅ
:1
>
最
も
重
要
な
る
企
業
の
大
部
分
が
、
恰
も
政
府
事 

業
に
於
け
る
M:
如

ぐ

國

會

.の

規

^
し

た

る

利

率

に

準

ひ

官
僚
政
治
I

f

化
し
つ
，、
あ
る
。
英
國
？

後

て

、

一
切
8

の
も
の
5

ら
れ
、
隨
て
自
か
ら
生
産

，.
站
十
5
 

(.1

六
八
■三.)

.

雜

錄
英
國
改

I

各
間
題
と.
民
衆
政
治.
' :

:

第
十
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0

0

.

の
樂
に
携.は
る
に
は
非
.
ふ
も
、
國
家
の
目
：

§

上
ょ
り
是 

等
の
W

業
を
if
#
し
支.
配
す
る
事
に
任
す
.る
各
官
省
は 

新
た.
£
設
立
ぜ
ら
れ
た
ゲ
^
云

，ふ
に
外
祀
ら
ず
。
即
ち 

英

國

の

社#
が
社
會
主
義̂

^
[1
{
じ.
た
ふ
に
は
^
ず
じ 

て
、
從
來
立
法
•

業
、
文
官
制
度
？

は
陸
海
軍
に
行 

は
れ
だ
る
國
家
の
統.一

が
、
今
や
商
工
業
の
社
會
に
體 

现.
せ
ら
れ
つ
、
あ
6..
と
云
ふ
を
適
當
と
す
。

人
は
今
S
:

つ
T_

の
麗
生
活
の
上
S
* 

織
の
原
理
：を
適
用
す
可
き
事
をs

覺
せ
レ
。
彼
等
は
實 

際
國
民
生
活
に
敗
'o'v

重
要
缺
く
可
か
ら
ざ
る
食
料
、
 

エ
業
原
料
品
、石
炭
、交
通
機
關
其
他
が
私
利
を
第
一
の 

m
l

的.
ビ
し
て
他v

j

死
物
狂
a
の
競
爭
を
爲
：す
幾
多
の
私 

營
に
放
枉
せ
ら
る
ゝ
を
以
て
、

不
經
濟
に
し

で
且
下
逍
一 

徳
な
6
ヒ
®
知
す
る
に
走
れ
b
。
英
國
の
施
# :
ば

大

戦j  

に
依
- )
で
、
初.
め
て
國
K
«
し
®:
等
の
物
：品
及
^

が
相
當
の
偕
•額
に.
於

，て

適

當

に

供

給

せ

ら

れ

む

乙
と

を 

欲

せ
ば
、
過

去

に

於

ける
：ょ

り

も國
家
の
產
業
に
對
し 

て
多.
大

.の1 :
督.
を

加

；
へ

ざ

る

可

か

ら

ざ

る

事

を

，
認

知

す

..第
十
二

.
號
' 

15£
八
■

.

る
k
至
^
免
。.
是
れ
鱅
セ
對
外
經
濟
：關
係
を
'も

一
變
せ 

し
び
可
§
徑
路
な
b
s
承
ふ
其
^
次
第
は
、
何
れ
：の
國 

も
賣
手
と
t
て
又
買
爭
ど
し
て
外
國
ビ
の
熒
涉
を
#
货 

..

れ
ば
な
6
。.
今
や
實
に
協
調
：的
紕
織
の
諸
原
理_—

_競

 

爭

、
、
重

祓

、
生
；產

超

過

、

■品
'不
足
等
ょ
6
生
.ず
る
無
駄 

を.
'省
ぐ
辦
、
谷
個
人
に
有
用
な
る
業
務
を
分
配
ず
る
事 

屌
主
'̂

M
人.
と

を
問
：は
中
、
又
資
本
家
：ビ
地
主
と
を
間 

は
唪
、
國
民
た
る
者
は
其
の
勤
勞v

j

財
産
ど
を
幾
分
國 

家
に
捧
げ
て
，私

利

の

み

を

0
§

す
可
か
ら
ざ
る
事
丨 

—

が
一
體
ビ
し
て
の
自
ぼ
生
活
の
上
に
適
用
せ
ら
れ
ぎ. 

る
可
か
ら
ざ
る
事
多
數
の
人
:̂

了
解
せ
ら
れ
た
6
。

m
に
是
等
の
M
理
を
陳
述
す
る
は
容
為
な
れ
ど
も
、
 

之
を
適
用
す
る
に
方
つ
て

’

英
S
に
は
他
の
諸
國
ビ
異 

れ

.る

事

.情

あ

ぅ

て

、

此

の

.
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
多 

<
の
忍
耐
と
善
意
ど
を
要
す
。

苏
し
谷
個

人

及

び
各
事 

業
が
高
處
‘に
在
る
數
個
の
超
人
の
與
へ
た
る
命
令
を
ば 

好
む
で
默
從
す
る
ピ
せ
ば
、
國
家
紺
織
の
整
然
た
る
社 

會.
の
思
惟
せ.
&
れ
ざ
：る
に
#
ず
。.
此

，
の

如

き

は

實

紀

普

英
！
：

吹
造
の
各gM
と
民
衆
政
治

魯
士
人
の
夢
想
に
し
て
、
獨
逸
は
幾
分
今
囘
の
戰
爭
中 

に
之
を
實
現
せ
り
。
然
れ
ど
も
此
の
如
き
思
想
は
苟
く 

も
自
由
人
に
容
れ
ら
る
可
&
に
非
ず
。
杏
英
國
人
が
今 

囘
の
大
戰
に
參
加
し
た
る

は
、
此
の
如
き
思
想
が
獨
逸 

に
依
つ
て
全
撒
界
：に
適
用
せ
ら
れ
む
事
を
防
遏
せ
む
が
一 

爲
な
ク
o 
.ア
ン
グ
ロ
V

テ
ク
ソ
ン
人
に
取
つ
て
も
、
又

| 

自
$
を
解
す
る
凡
て
の
A
K
に'取
ヴ.
て

も

、

秩

序.̂
進

一 

步V」

は
、
人
間
の
權
威
に
窗
從
す
る
琳
よ
り
生
せ
ず
し
} 

て
、
谷
個
人
が
法
#
に
服
従
す
る
よ
4
來
る
。
凡
ゆ
る| 

個
人
の
遨
理
と
創
造
力
を
摩
げ
て
少
數
考
の
考
に
一
任」 

す
る.
は
、
普
©
士
的
思
想
：に
し
で
、
li
i

R
各
0
を
し
て| 

國
民
的
生
栝
及
び
活
卿
の
原
理
を
了
解
せ
し
め
ヽ
彼
を 

しV

聰
明
に
L
て
自
然
な
る
加
擔
潘
た
ら
し
む
る
は
、
 

自
由
的
組
想
な
り
。
自
*S

民
よ
り
見
た
る
®'
家
の
目
'的

. 

は
、
故
ら
に
中
央
よ
り
組
織
せ
ら
.̂

た
る
社
#
に
依
つ 

.
て
成
名
勝.
利
乃
至
企
圖
を
遂
行
す
る
事
に
非
す
し
て
、

國
民
各
自
を

3

^

他
人
の
權

.

利
を
尊
敬
し
其

.

の
福
»
に 

賞
獻
す
可
き
義
務
を
承
認
す
る
限
り
に
於
て
、
自
家
の

镕
十
一
想

好

む

に
.

赂
a

て
其
の
能
ふ
最

^

の
生
活
を
營
む
.己
と 

を
得
せ

_

じ
む
る
に
在

6

。-
:

權
威
者
の
威
®
を
塯
大
す
る 

に
非
ず
し
て
却
て
、
凡
て
め
人
が
依
つ
て
以
て
&
由
の 

生
活
を
營
む
を
得
べ
き
法
律
の
支
配
を
維
持
し
て
、
は 

じ
め
て
此
の
如
ぐ
な
る
を
得
べ
し
。

■
以
上
の
思
想
を
戰
後
に
發
生
す
可
き
國
家
組
織
の
卯 

題
に
適
用
せ
むV」

す
る
に
方
つ
て
、
简
m
な
る
普
#
士 

的
方
法
み
不
可
な
る
こ
ぐ」

は
、.
忽
ち
明
瞭
な
&
。
國
家 

の
眞
正
な
る
目
的
は
各
國
民
B
し
て
：公
民
の
責
任
を
了 

解
せ
：1>
め
、
而
し
て
自
Fi
l
を
享
受
せ
し
む
る
^
在
ヶ
。.  

然
る
に
民
主
的
國
家
に
於
け
る
公
民
は
單
に
法

律

の
夂 

配
に
服
從
す
る
&
以
て
足
れ
り
ヾ
し
せ
す
、
其
の
法
#
を 

縮
成
し
擁
讓
す
る
に
も
有
ゆ
る
；

g

胞

公

民

と

：半

等

の

責 

任
を
取
6
ざ
る
可
か
ら
ず
？
而
U
て
若
じ
社
會
の
生
活 

を.
健
全
な
ら
し
め
むV

J:

せ

ば

、
’
彼

は

又

社

會

の

福

耻

に 

必
®
f

る
業.
務
に
對
し
で.
相

當

の

負

纖

に

：住

せ

ざ

る

可 

か
6/
す
。
是
等
の
隹
務
を
m'
S
じ

び
^;
ぐ

組

織

す

る

に

方
つ
て
其
の
個
人
が
勞
働
考
に
せ
よ
、
又
®.
商
店H

せ.

(

一
六
八
$

雜

錄

.
英
國
吹
镋
の
各
問
組
と
民
衆
晚
治. 

第

十

二

號

i
九
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髮
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雜

錄

證

遙

の

洛

氍

と

民

衆

故

浒

5 '
十
1
5 

一
 

§

M

履

の

利

益

と

一

致

す

る

服

在

人

の

浏

造

力

と

長

官
f

、
食

料

眷

f

、-
木

才

、

石

沿

、
K

麥

、 

企

圆

ビ

地

方

的

自

治

の

最

產

著

保

持

せ

し

む

？

砂

糖

、
2

の
物
產
U

I

す
w

m

i

さ

る
諸
官
墙
も
あ
^V  
o
通
則
ぐ」

し
て
、.
«
'

て
，是
等.
の.
官

激
. 

は.
凡
ゆ
る
旣
設
の
私
立
#
社
を
邦
儘
利.
用
'し
、
其
の
15

と

が

肝

奥

な
6

。
國

家

に

於

け

る

生

產

分

配

の

組

織

が 

#

人

を

し

て

中

央

の

命

令

に

無

分

別

に

忌

や

-
—

-
服

從
 

セ

し

め

ず

し

て

、

明
か
に
规
定

せ

ら

れ

た

る

原

理

に

：因 

て

中

央

ょ
-C

S

調

整

せ

&

る

、

國

K

の

自

然

に

し

て

公

共
 

的

精

神

の® .
動

に

基f

H *

民

的

供

給&

事
業
ビ
物

合

す 

る

と

き

は

、
尙
ほ
自

坩

を

實

現

し

得

べ

き 
.

ニ

,

戦

爭

の

經

驗

は

英

國

人

に一

鋪

の

國
K

的
經
濟
組
織 

の

方

向

を

與
.
へ
た
-

^

。
.
今
次
戰
爭
に
.因
る
最
も
特
色
ぁ 

る
®

象

は

生

產

及

び

分

配

を

管

理

す

る

各

長

官
.
の
設
t

 

に
在
6

。
是

等

の

畏

官

は

夫

れ
-

0

-
名
稱
を
異
に
す
义 

ど

も

其

の

權

能

は

極

め

て

相

類

似

す

。

一_

の
'鐵
道
を 

管

理

す

る

鐡

道

管

理

局

ぁ

ぅ

。
彈

九

、
鍊
砲
及
び
也
の 

海
陸
軍
爾
品
の
製
造
に
當
る
ヾ」

、
.國

家

的
®

業
に
對
し 

て

凡

ゆ

る

種

類

の

金

®
的

原

料

品

を

供

給

す

る

事

に

任 

ず

る

兩

面

，の
權

能

を

有

す

を

軍
«

«

ぁ
り
p
:
'J t

:
-
也

船

帕

I

1

を
し
て
多
々
益
々
公
益
あS
U

む
可
く
1

是
發
の
會 

|

社
を
組
織
し
調
整
し
、

.

而
じ
で
得
ら
る
可
き
利.

益
.の
最 

高
率
を
公
定
す
る
に
在6

。
是
れ
英
©
に
於
て
は
全
然 

r

ら
し
き
制
度
の
發M

な
6

。
各
®
官
は
直
接
事
業
を 

支
配
せ
ざ
.れ
ざ
も
ヽ
厲
者
被
雁
者
兩
方
の
代
表
者
等
と 

.
密
接
な
る
交
渉
を
保
ち
從
來
全
然
私
人
の
手
に
經
營
せ 

|

ら
れ
た
る
事
業
が
果
た
し
て
社
曾
最
善
の
利
益
に
準
じ 

|

て
行
は
れ
つ/

'

あ
る
か
を
® .

視

す

る

な

，.
&
。

此

の

刺

度
 

一
が
全
然
消
滅
せ
ざ

る
こ
マ」

は
確
實
な
ぅ
。
是
れ
を
廢
す 

る
比
、
畢
竟
、
大
戦
：の
間
に
獲
ら
れ
た
る
經
驗
と

i

ビ 

慣
習
に
照
ら
し
て
現
に
各
大E

及
び
畏
官
の
管
琎
の
下 

に
組
織
せ
ら
れ.

た
る
凡
ゆ
る
比
較
的
主
要
な
る
國K

的 

產
業
の
#
賣
的
ト
ー
フ
ス
ト
，た
ら
：む
ぐ
し
す
る
も
の
を
復
び 

私
人
の
手
に
：放
棄
す
る
も
の
な
が0:
,
.
此

の

如

く

^

^

的

産

業

各

自

の

肋

に

於

け

る

の

み

な

ら

ず

、
各

產

業
?̂
.

#
 

.
事

す

る

數

多
の

審

の

間

^

 

I

ら

れ

^

る
有
機
的i

 

1

は

和

れ

の

方

法

に

依

.つ
て
も
之
を
保
存
せ
ざ
る
可
か 

&

ず

。
，.
此
の
制
度
の
結
果
ど
し
て
、
は
じ
め
て
生
產
と 

分

配

を

國

民

的

■
用

の

合

理

的

な

る

精
密
な
る
知
成 

の
i

の
上
に
f

こ
ビ

を

得

べ

ぐ

、
爲
に 

る

競

爭

に

伴

ふ

危

臉

と

不

安

定

と

を

甚

し

ぐ

減

タ

し

、 

合
®

に

し

y

比

較

的

不

要

る

憤

管

以
5

要
產
物 

殊

に

食
f

 

ロH
、
- M

料

品

、
及
び
.交

通

機

關

等
の
適
當
な
る 

认
1

を

確

保

す

可

く

、.
而

し

て

英

國

人

が

外

國
I

し
.

一,
K

o

又

は
,

は
'1
>

<£
‘
す

る

所

の

も

の

に

關

し

精

■«
な
 

る

命

識

を

以

て

.
、

諸

他

國

民

S

經
濟
的
關
係
を
結
ぶ
：
を

、

 

得

べ

し

。
然
も
做
國
民
の
.產

業

的

生

活

は

自

由
? :
'

基
と
一 

と

て

、
4

央

的

獅

雜

政

治
^

流

る
>

事
お
る
ぺ
ふ
し
。
f
f
i

治
も
®.
人
的
企
業
も
國
家
の
刺
.益
と
相
背
馳
せ 

璧

n

充
分
I

活
動
め■

固
を
與.
へ
I

可
し 

然
し
乍&

就
中
肝
要
なI

、
此

心

如

く

て 

發
生
t

套

制

度

を

充

分

發
_

じ
め.
てr

’

各
產
業
の

群
十

1

:怨

•  

n.
 

I
 

. 
-

%
*7
1

C
M

ハ
八
七)

.

雜

錄

英

•
證

造

の

各

開

越

と

民

衆

政

治

.

B

主

，、
職

工

組

合

，
、
及

び

政

府

の

代

表

者

等

.が
該
.§

 

體

と

し

て

の

最

高

方

針

を

指

導

し

、
而
し
て
勞
勒
佐

賃

銀

、
利
s

?

s

s

決
f

 

2

な
>

1

1
 

る

事

是

れ

な

ぅ

。 

ぬ

三 

一
 

他
の
方
面
に
も
政
府
事
業
の1

の
犬
に 

す
る
ぁ
り
。
此
の
方
面
の
膨
脹
の
大
部
分
が
恒
久
的 

6

む
と
す
る
や
疑
を
容
れ
ず
。
勿
論
多
少
の
矛
旨
は 

る
ー
ロ
け
む
も
、

國

家

的

活

動

.

の

範

圆

は

戰

前

^

^

け 

ょ
り
も
满
後
に
於
て
海
に
擴
大
せ
ら
る
可
し
。
！
圃 

法
制
度
の
顯
著
な.

る
變
軍
も
此0

中
に
含
ま
れ
ざ
る. 

か
も
ず
。
此
の
變
革
は1j

個
の
理
由
に
出
づ4
第
一
に
一 

代
的
狀
態
の
卞̂

は
已
む
* -

得
ざ
む
し
と
は
云\
、
• 

4

ぐ
と
も
三
十
人
の.

內
間
員
を
網
羅
せ.

し
舊
內
間
制
⑷
 

は
、

I

圓
の
人
物
の
手
代
權
カ
を
集
中
せ
む
ビ
す
る
！ 

A
V

、
際
限
な
く
祓
雜
せ
る
：
®

の
組
織
ぁ
：る
國
民
生|  

? :,

指
導
す
る
に.

は
全
然
不
適
當
な
り
し
や
明
白
なi , 

戰
時
の
、
®

に
迫
ら
れ
て
、
典
の
中
の
一
人
の
み
省
抑

第
十
二
被

一
六
一
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六
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雜

，

錄
英
國
改
造
の
，各
問
題
ど
民
衆
政
治

第
十
二
號

1

六
ニ

を
管
掌
す
る
總
針
六
人
の
.小
內
間
に
最
高
權
を
集
ホ
ず 

る
事
ぢ
な
b
し
が..、
是
等
の
內
1

は
各
省
大
Ki
等
の 

業
務E

對
し
て
漠
然
た
る
も
然
も
非
議
す
可
か
ら
ざ
.る 

監
督
權
を
行
使
し
、..而
し.v

谷
，省
大
e

は
錦
々
所
管
の 

政
務
に
關
し
て
は
國
會
に
於
て
演
說
す
れ
ど
も
、
然
も 

全
體
と
し
て.
の
國
家
政
策
に
對
す
る
寶
饪
に
就
セ
は
、
 

其
の
貴
任
の
範
圆
極
め
'て
不
定
な
h
。

此

の

‘
制

度

は

內
 

閣V
J

國
會
の
兩
潘
が
戰
帮
に
勝
た
む
が
爲
全
然
協
同
の 

行
動
を
採
れ
る
戰
时
中
は
首
見
ょ
く
乳
用
せ
ら
る 
>
も 

平
和
に
復
歸
しV

,

政
見
の
相
逄
が
復
び
痛
烈
ビ

’t

 

國
會
生
活
の
復
典
せ
ら
る
ゝ
時
ま
で
生
存
す
可
く
も
あ
；
 

ら
す
。
各
省
大
2
1は
其
上
に
在
る
^
事
內
関
の
免
き
刚 

體
の
權
威
を
承
認
す
る
こ
と
を
好
ま
ざ
る
可
く
、
而
し 

て
國
會
の
反
對
は
必
然
何
れ
か
の
形
式
に
於
て
ヽ
.內
閣 

の
連
帶
責
任
制
の
復
活
を
促
す
可
き
な
り
。

露
法
上
の
變
苯
の
避
く
可
か
ら
ざ
る
第
-
の
理
曲
は 

英
國
の
現
制
度
が
益
々
責
任
政
府
5
相
容
れ
ざ
ら
む
と

.
一：な.
^
內
開
ミ
國
會
0 '.
手
に
集
注
：し
た
る
國
務
の
膨
脹 

が
民
衆
政.
治.
の
實
：仃
钇
多
々
益
:;
}
困
難
な
&
し
め
つ
、 

ぁ
り
き
。.
戰

淨

ゅ

勢

：ひ

內

間

：の

緘

裁

權

を

«
加
甘
0
? 

何
と
な
れ
ぱ
、
國
會
が
其
の
寶
任
を
負
へ.
る
極
め
て
® 

雜
し
れ
る
國
務
を
支
配
す
る.」

ビ
s
>
不
可
能
v
s
シ 

つ-
>
ぁ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
府
の
一
の
政
策
に
反
對
の 

投

禀

を

投

ず

，る

V
J

き.
は
爲
K
他
の
政
策
を
も
破
墩
す
る 

處
れ
ぁ
る
が
故
、
議
員
は
之
を.
，敢

て

せ

ざ

れ

ば

な

り

。
ン 

戰
淨
に
ょ
つ
て
政
黨
の
訓
鍊
は
：嚴
行
せ.
ち
れ
、
議
歡
各 

個
は
自
己
の
考
に
曲
る
に
非
す
し
て
唯
だ
領
秈
，の
命
ず 

る
儘
な
る
生
き
た
る
投
禀
紙V

J

成果て益

>
其
の
雛 

立
を
損
せ
り
。
最
後
に
戰
爭
はM

會
及
び
內
関
に
對
す 

る
選
敷
民
の
牽
制
を
無
效
果
な.
ち
し
め
た
り
。
何
と
な. 

れ
ば
戰
爭
は
選
擧
人
に
請
ふ
に
、
唯
だ一

M
を
投
じ
て 

何
れ
も
非
常
に
®
;
大
な
る
夥
多
の
阅
題
を
裁
定
せ
む
事 

を
以
て
ず
れ
ば
な
6

,°
大
戦
前
外
交
政
策
に
關
し
て
、
 

何
等
有
效
な
る
國
會
#
く
は
«
«
民.
の

牽

制

を

^

き

し

し0

、
あ「

る
に
在
な
。
大
戦
前
に
於
て
旣
に
業
に
.：、
犟
：

事
が
職.
^
し.
て
國
會
名
選
擧
K
も
內
政
關
題
に.
忙
殺
せ.

ら
れ
し
に
由
る
は
、
狴
か
疑
を
容
る
可
か
ら
す
。
而
か 

も
S
擧
民
に
對
し
て
責
任

を
負
ぅ
所
の
外
交
®

を
主 

'要
辦
務
ビ
す
る1

個
の
常
局
^7P

な
か-CS

し
な
り
， 

劳
し
英
國
人
に
し
て
布
效
な
る
政
鄭
^
有
效
な
る
说 

衆

政

治

を

結

合

せ

む

と

欲

せ

ば

、
.
戰

後

著

大

な

る

變

革 

5:
其
の
1*
^
讯
;1
に
«1
へ
ざ
る
可
か
ら
ざ.
る.
と
は
、
上

|  

逾
せ
る
ニ
個
の
理
凼
に
兆
し
て
殆
ざ
明
白
な
ぅ
。
民
衆 

政
治
は一

般
に
考
へ
ら
る
、
が
如
く
、
實
際
問
題
.に
階 

.
く
し
て
循
々
の
風
說
誘
惑
に
励
か
さ
れ
易
き
多
數
選
擧|  

人
の
出
來
心
及
ひ
持
說
に
隨
つ
て
行
ふ
政
治
の
謂
に
非 

ず
。
暴
民
政
治
は
槪
し
て
暴
君
政
治
に
勝
る
と
こ
ろ
あ 

ら
ヤ
。
眞
個
の
良
政
治
は
智
S
V
J

11
理
と
博
愛
ビ
に
依 

る
政
治
の
謂
に
外
な
ら
ず
。.
而
し
て
K
衆
，政
治
が
獨
裁I  

政
治
に
勝
る
所
以
の
も
の
は
、
'主
ビ
し
て
法
#
が
：一
ん

r

 

巷
ぐ
は.
一
踏
級
の
爲
ょ
り
は
凡
ゆ.
る
»
说
に
取
つ
て
賢 

ぐ
正
し
き
も
の
な
り
や

!̂it
^
す
る
責
任
を
取
る
恭
あ 

i

而

し

て

迦

寒

人

は

»
«'
君

主

荇

く

は

寒

人

政

治

が 

卖
.順
な
る
は
民
に
課
す
名
が
如
き
惡
法
の
通
過
を
許
諾 

.
欺
十T

卷

(1
.

六
八
丸)

.

雜

錄

す
可
く
も
非
る
が
故
な
ら
。
實
際
说
衆
政
治
の
精
|
|
ば 

政
治
に
對
す
る
責
任
が
明
か
に
區_

せ
ら
れ
、
而
し
て 

選
擧
人
ば
一
定
の
時
若
く
は
間
⑩
未
決
な
れ
ば
柯
時
た 

6
ビ
も
、
國
務
.の
執
行
に
對
し
て
責
任
あ
る
內
問
及
び 

國
會
が
國
E
:の
信
任
を
有
す
る
や
否
や
を
^
«
す
6.
を 

得
る
に
在
办
。

四

英
國
人
が
磺
大
3
れ
た
る
政
府
報
業
の
效
果
あ
る
經 

營
を
し
て
、
人
民
に
對
す
，る
狄
府
卷
の
0
M
あ
る
責
任 

v
j

相
伴
は
し
め
むv

j

欲

せ

ば

、
到
.底
觅
る
可
か
ら
ざ
る 

改
革
間
題
の
要
項
に..就
て
左
に
少
し
く
開
陳
す
み
所
あ
‘
 

.
ら
むVJ.

す
。

問

鄕

は

三

項

に

分

ち

て

考
*

せ
ら
る
可
し
°

第
'
;は
. 

外
交
關
係
の
問
题
家
る
が
、

こ
の
間.
M

は

胄

國

ft
K-
J 

(Im
p
erial  cab

in
et.)

の
创
摩
に
疼
つ
て
甚
だ
し
ぐ
紛
刹 

せ

り
今
日
：
に
萊

る
迄

英

國

政

府

：は
全
®

帝
國
に
■
す
る 

受

記

人

と

し
て
、

:{
!:
ハ
の
最
善
ビ
信

ず

る
所
に
隨
ひ
外
交 

關

係

を

處

理

し
來
れ
$
。
帝
國
內

照

の
發
生
は
.即
ち

外

黎
_
,

'.
' 
ニ
_

バ:

m
m
坟
逾
の
今
題
も‘、
後.
衆‘、
政
治:
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^
 
i
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C
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C
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轉 

'

錄
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k

痛
軟
總
め#

間
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民#

m

 

漱• 

f

 
§

 

I  

裔

突
政
策
が
英
帝
國
內
’の
、總

て

の

.國

民

の

協

同

事

務

な

る

-:  

歌
を
實,

に•
承
認
し
た
る
も
の
な
b
。
故
に
現
在
、の
事
• 

情
に
於
で
味
、V
外
交
動
策
は
苑
帝
國
內
に
於
け
る
凡
ゅ 

る
國
會
に
於
て
討
議
せ
ら
石
可
き
喾
な
b
。
外
交
政
策 

は
-#
し
て
帝
11
各

地

の

降

會

か

免

何

な

.る

檢

束

を

加

ふ 

れ
ば
、
英
帝
S
が
統
一
を
維
持
せ
む
と
す
る
に
方
り
單
一 

T

な
る
權
威
に
依
て
單
一
な
る
言
動
に
出
で
ざ
る
可
が. 

ら
ざ
る
其
の
事
實
ビ
調
和
す
る
こ
と
?:
得V

き
か
の
 ̂

題
は
未
だ
解
決
せ
ら
れ
ざ
る
大
間
題
な
ぅ
と
す
。
實
際- 

政
治
の
事
€
し
て
、
此
の
断
_
は
次
ぎ
の
ニ
個
の
方
法 

の
何
れ
か
^
依
つ
て
處
理
せ
ら
へ
る
：可
し
。
即
ち
當
分
日- 

日 
の
外
交
事
務
と
國
防
の
主
®
な
る
部
分
ビ
は
英
國
政- 

庥
の
貴
任
.̂

任
か
せ
て
ヽ
帝
國
內
11
及
び
帝
|1
1
會
議 

(Im
p
erial  

co
n
feren

ce)

を
^
集
し
て
今
^
益

1
各

搬

、

K
地
ょ
0
の
協
賛
と
援
助
を
與
へ
し
む
る
か
或
は
外
交 

政
策
の
趴
#?
ン
レ
國
防
の
或
方
而
ど
之
に
伴
ふ
財
政
と
は 

，舞
國
內
関
及
び.
英
國
會
ょ
ぅ
分
離
せ
し
め
英
帝
國
の
.凡 

ゆ
る
.國
说
を
代
表
し
尨
る
國
會
に
對
し
て
責
任
を
$
ふ

1
種
の
，帝

國

內

閣

に

之

を

别

擴

す

か

'に
在
办
。
第
二
0 . 

方
法
は
畢
竟
過
渡
的
の
も
の
に
過
ぎ
ず
し
て
眞
0 :
民
衆 

政
治
^
相
，容
れ
ざ
る
が
?

又
各
殖
民
地
5f
.'
完
全
な 

る
國
民
ビ
し
て
遇
す
る
所
以
に.
も
非
ず
。
然
る
に
第
一1.  

の

方

法

は

.非

常

に

紛

糾

し

た

る

政

治

上

の

困

難

の

#
ふ 

あ
b
o
而
し
て
此
の
困
難
は
諧
l i
民
よ
b
成
る
コ
ン
モ 

ン
ェ
ル
ス
と
し
て
の
^
吉
利
帝
國
の
有
機
g
M
一
 
の
維 

持

が

啻

忙

帝

國

各

人

種
：：

の

將

來

に

取

っ

て

の

み

な

ら

ず 

世
界
の
自
由
と
平
和
に
取
っ
て
も
絕
對
に
重
大
な
る
事 

を

認

識

し

て

，は

じ

め

て

之

に

打

勝

っ

を

得

ベ

き

な

KVO 

然
し
間
®
の
こ
の
方
面
に
對
し
て
如
何
な
る
方
法
が 

採
ら-
る
、
に
せ
よ
"
政
府
寧
業
の
膨
脹
と
隨
っ
て
^
& 

多
ぐ
の
責
任
が
內
間
に
集
注
す
る

zV
J

よ
り
生
ず
る
®: 

雛V
J

は
爲
に
甚
だ
し
く
解
除
せ
ら
れ
ざ
る
可
し
。
如
呵. 

ビ
な
れ
ば
帝
國
內
ff
l
が
英
國
內
閣
よ
ぅ
分
化
せ.
ら
る
\ 

、ヒ
し
て
も
、
之
が
爲
現
今
の
政
府
事
業
の
領
域
の
極
め 

て一

小
部
分
に
過
ぎ
ざ
る
外
交
政
策
ミ
國
防
の
或
方
面 

ど
の
責
任
と
を
減
ず
る
の
み
な
れ
ば
な
b
。
他
に
國
够

f

 

關
す
る
p

f

處_

す
る
一1#

の
方
法
王
國
盆
の
國
民
議
會
に
移
し
I

の
I

I

減
f

赫

■

■

i

f

1 1
U

H

_

I I
錢

法 

m

ff
f

r
! ?
l f

s
2

B t
, l
I f
l l
l i

H

r

^

l

l

s

l

て
商
S

I

愛
f

關
す
4

殊
の
政
治
的
1

次

\

I V
B

l

s

u

m

l

s

め
る
中
央 

之
を
f

ヽ
帝
阈
統一  
S

義
上
保
持
せ
ら
て
？

ビ

\ 
p

d

IV
i f
t

し

め
.
國
務
に
對
す
る
貴
任
を.

^
 

:

け
丈
れ
"
'

^
別«

の

围

體
に
區
劍
す
る
が
故
、
可

^
も

/  

\/ 
►£♦

,

^

 

P

I

S系

一

力

T
H

8

 

J

仴
相
せ
ら
マ
た
ぅ
ビ 

拊_

し
て
、
此
の
方
法
は
即

ち

總
て
のg

方
的
随
務
の 

支
配
を
ば
、英
勝
、
蘇
格
蘭
、
愛
1 1

、

ク

H

1

ル.
ス
の
各 

.
自
國
民
議
會
乃
辛
：內
閲
に
委
託
す
る
に
在
り
。
之
が
爲. 

ぞ
政
ュ
の
»
逆

の

極

め

て

少

な

か

る

可

き

は

地

方

*
務 

衛
生
、
敎
育
、
i i
擧
權
及
び
®
擧
、
公
權
、
農
業
、
漁 

C

ふb

務. .

裁
^

(

上
吿
事
件
を
除
く)

瞥
察

、
M

M

“f k 

$

病
院
、
救
育
所
、
感
化
院
、
慈

善

還

、
S
獄
等 

の
事
務
が
旣
化
夫
れ
く
英
蘭
、
蘇
格
藤
、
愛
藤
に
於 

て
ぞ
は
れ
つ
、
ぁ
る
事
實
に
兆
し
^
知
る
を
得
べ
し
。
 

之
を
行
政
跫
地
よ
り
見
て
、
上
記
の
如
き
政
努
を
ば 

之
に
®
す
る
亂
採
權
と
典
に
中
央
政
府
の
手
よ
上
ロ
衆

第
十
一.卷
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六
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M
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J/ 

S
T

自
己
の
業
務
に
全
身
を
捧
ぐ
る
を
:#
:
、べ
く
、

rf
i
j〕

で
之 

が
爲
選
擧
人
も
別
々
の
_
會
に
對
し
て
別
々
の
識
に 

依
6
別
々
の
人
物
を
皋
ぐ
名
を
得V

し
。

大
戰
に
依
つ
て
明
白
と
な
れ
る.
政
府
事
業
の
擗
張
に 

成

る

還

を

處

趣

す

る

'第

三

の

方

法
f
 
o.
即
ち
®
魂 

的
に
行

政

事

務

を

轉

嫁す
る
と
持
し

ぐ
、
政

货

の

職

71 

を

ば

1
¥
の
陳
體
に
委
託
す
る

事
是
れ
な

ぅ
。
戰
味
興 

民

產

業
の
窳

合

に

就

ては
旣

に

述V

た
る.
が
如
し「

此 

の

統

合
は
主
ど
し
て
各

.

長
官
の
活

動

に

依

て

遂

行f

. 

V

た
れ
ど
も
、
其
の
成
功
は
職

ビ
し
て
、
長
官
等
が
M
主 

们
並
び
に
職
エ
|&
合
と
絕
へ
す
商
議
し
、
忠
活
赞
な
るら 此 國 權



協
カ
を
得
た
る
結
妝
に
ぬ
る
。
旣
に
述
べ
た
る
理
ti
l
よ 

.
o
l>
て
，

縱
し
む
.ば
現
に
戰
邻
中
殆
ど
専
制
的
權
カ
を 

揮
へ
る
掘
ま
の
權
カ
は
大
に
減
縮
せ
ら
れ
ざ
る
可
か
ら 

ざ
る
'に
も
せ
よ
へ
此
の
生
産
及
び
分
配
に
於
け
る
協
同 

の
事
業
が
戰
後
消
減
せ
ざ
る
可
き
や
*
實

な

り

。
.統
合 

せ
ら
れ
，たる

主

要

^

*

の
釉
々
雜
多
な
る
商
社
及
び
職 

H

組
合
の
®
督
を
以
で
、
M

主
側
の
代
亵
渚
ビ
被
M

考 

侧
の
代
表
^
ビ
全
體
ビ
し
て
の
社
會
の
權
威
の
代
表
* 

と
よ
ト
成
る
團
體
め.
手

に

依

託

す

可

.き
方
法
は
發
見
せ 

ら
れ
ざ
る
や
。
现
に
國
.會
に
責
任
を
負
ふ
大
KI
長
官
の 

管
理
す
る
是
等
の
統
合
せ
.ら
れ
た
る
產
業
の•
指.
#:
監
督 

權
を.
其

等

産

業

，の

主

要

な

る

常
業
潘
並
び
に
國
家
を
代 

表
ず
る
幽
體
の.
手
に
赙
嫁
せ
し
め
、
而
しV

此
.の
園
體 

ば
甚
だ
し
き
失
態
の
場
合
の
外
、
政
府
の
干
涉
を
蒙
る 

こ
と
な
ぐ
し
て
國
會
の
制
定
し
た
る
法
律
上
の
權
力
を 

行
使
す
る
事
能
は
ざ
る
可
き
や
0
鬼
に
.例
現
に
ク
ュ
ス
.ト 

、、、シ
ス
タ
ー
の
國
fr
及
び
內
開
の
手
に
集
注
せ
ら
れ
た 

る
.過

多

の

權

能

の

幾

分

が

"
前
記
の
方
法
に
依
つv

他

.
値
あ
名
問
題
な
り
。
.
：
 

，

/

 

J

.

■
.

今
R
•の
顯
著

な

'
る

事

實

は
英
國
が：

過

去

と

全

く

異

.
れ 

る
國
民
的
並
び
に
國
際
的
飢
織
の
時
代
比
接
近
せ
る
# 

而
か
も
其
れ
が
英
國
民
の
政
治
的
經
濟
的
生
活
S

し 

人
民
の
監
督
を
有
效
な
ら
し.
め

む

ビ

の

蓮
!®
;
が

急

速

に 

發
生
し
つ
、
あ
る
時
期
な
る
こ
と
是
れ
な
K
。
凡
，ベ
て 

此
の
如
き
は.
；
方
^
於

て

産

業

上

の

發

.明

の

迤

肫

と

他 

方
に
於
て
は
人
玛
の
敎
«

の
進.
步
ょ
'り
し.
て.
、到

..

底

避 

く
何
き.
に.
非
ず
。
然
も
人
圾
を
し
叱
舊
思
«
ど

-«
慣
科 

ビ
を
脫
却.
し

て

前

途

：に

橫

は

る

新

-»
^

を

發

見

せ
し

め

 

彼
等
を
し
て
之
に
適
應
せ
し
む
可
ぐ
宄
分
覺
醒
せ
し
む 

る
に
は
、
今
囘
の
大.
職
を
價.
じ
た
レ
し
な
り
。
今
や
戰 

前
の
狀
態
に
復
舊
せ
し
む
る

こ
^

は
、
最
早
間
題
に
非 

す
。間
題
は
寧
ろ
活
服
を
開
て
、
職
勝
後
民
主
的
：制
度
と 

公
共
的
精
牌
の
結
合
よ
6
、

如

何

に

多

く

.の

幸

福

を

人 

類

社

會

ね

齋

ら

し

得

可

き

，ゃ

を

觀

察

す

る

事

.̂
在

办

。
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第
+'
1
潘

(1
.

六
九.
ニ)

雜
‘
錄英國改造砂各問

^w

谗
衆
政
治
 

•第
十
二
嫌
.

一
穴
.六

G
養

す

感

乙
_
と

敝

は

黑

¥

如

何

ぼ

考

最

羞

す

價

政
治
的
.®

藤
と
均
し
く
、
.
經
濟
的
不
調
和
も
畢
蔻
過
去 

に
於
て
■
人
も
黨
M'
も
階
級
も
各
自
の
利
己
心
及
び
理 

想
に
熱
中
し
た
る
が
放
に
生
じ
た
5
。
戰
爭
に
依
り
て 

«
な
く
公
共
の
利
益
0:
爲

!̂
己
_

牲

の

カ

ビ

國

民

的

統 

一

の

鑛

神

並

び

：.に

國

家

祉

會

の

爲

進

む

で

舉

公

の

誠

を 

«
す

可

き

個

人

の

.義

務

の

觀

念

と

ば

發

揮

せ

ら

れ

ヽ

如 

何
な
る
形
式
に
於
て
も
獨
裁
政
治
の
危
險
な
る
こ
と
は 

承
認
せ
ら
れ
英
帝
阈
各
殖
尻
地
問
の
好
誼
的
協
同
の
必 

要
な
-，る
こV

J

亦

認
知
せ
ら
れ
た
り
。
幸
に
戰
带
の
危
險 

を
免
れ
た
る.
激
は•
、
前
に
進
’む
で
後
を
滅
み
ず
、
變
革 

を
恐
れ
ず
、
欣
む
で
疋
直
な
る
業
務
を
爲
し
、
其
の
生 

活
の
11
機
は
私
利
に
非
ず
し
て
公
益
に
存
す
る
こ
^
を

ヶ

ッ

テ

，レ

ル

僧

瑪
>」
其

0

.

「

勞

へ
' 

働
問

題

及

び

基

，督
敎
，

(
上)

•

<

高

橋

.誠 

一
.
郞

，

V 

‘
I 

,

故
の 

M
ainz''  

僧
正
、

.W
ilhelm

.  Em
m

anuel.  .Freiherr  

von  K
s
e

le
r

は
®
紀.1

千

八

评

十

.
|
'
年

十

ニ

月

ニ

十 

五
白
恰
も
耶
蘇
降
誕
節
を
以.V

 M
le

r

に.
生.
る

o

彼 

'れ-
は
富
裕
：な
'るW

estfalen

系

の

舊

家

に

、
十

子

巾

.の
第 

三
^
と
し
て
其
の
生
を
享
け
た
る
な
ぅ
。
彼
れ
は
典
の 

物
等
，.

の
敎
育：

を
M
f te

r

市
f

僧
會
學
校
に
參
げ
、.

1

千
A
首.
一1

十
四
年
鄕
里.
を
去..
つ
て
®
西y

&
a

is

縣 

B
r®

な
る

ィ

エ
ス

.
ィ

タ
派
0
學
園
に
學
べ

P

O

罾

れ

 

0
生
舟
は
強
堅
な
る
婦
人
と
し
て
知
ら
れ
、
彼
れ
：を
じ 

て
後
年
卓
越
せ
し
む
る
に
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